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27日以上※１ 　　27日以上※１    60日以上あけ、かつ生後12月以降※２

初回接種（２回）

初回接種（３回） 追加接種（１回）

追加接種（１回）

生後２月から
７月に至るまで

生後２月

生後７月

初回接種開始時

生後24月

生後60月に至るまで

初回接種
（１回）

追加接種
※１
初回接種については27日以上の間隔をお
き、標準的には生後12月までに

※２
追加接種については初回接種終了後
60日以上の間隔をおいた後であって
生後12月に至った日以降 接種１回のみ

標準的に生後12月から
１5月に至るまでの間で接種

３２１ 追加

３

3

２１

×

１

１

生後12月

生後60月に至るまでとは5歳の誕生日の前日までを指します

本資料は、厚生労働省が定めた
実施要領に基づき、標準的なス
ケジュールを図示したものです。
詳細は実施要領をご確認くださ
い。
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12 標準的には生後12月まで

（生後24月に至るまで接種可

生後12月以上
標準的には生後12月まで

（生後24月に至るまで接種可能）

初回３回目の接種は行わず、

追加接種１回のみで終了

２×

２回目の接種が

生後１２月から

生後２４月に至るまでの

間となった場合

２ ３×
生後２４月に至るまでに２回

目を接種できなかった場合

初回２回目、３回目

の接種は行わず、

追加接種１回のみで終了
２

標準的な
接種方法

２

３

２

初回３回目の接種は行わず、２回目の追加接種か

ら６０日以上あけて追加接種１回のみで終了

×

【注意】

小児肺炎球菌の場合は、医師の判断により

接種間隔を短縮することはできません
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不可

不可

生後２４月に至るまでに２回目

を接種できなかった場合

生後２４月に至るまでに

３回目を接種できなかった場合

追加

追加

追加

追加

追加

追加

初回２回目の接種は行わず、

追加接種１回のみで終了

生後７月に至った
日の翌日から

12月に至るまで

生後12月
以上

可能な限り標準的な接種間隔で実施して下さい

※２

※２

※２

[小児肺炎球菌] 定期予防接種のスケジュール
令和６年６月

神戸市保健所

不可

×


